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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本航空学園所属ヴァレンティン式タイフーン１７Ｅ型ＪＡ２３９７（動力滑空機） 

は、平成元年１０月１５日、訓練飛行中、山梨県北巨摩郡双葉町日本航空学園双葉滑 

空場に着陸のため、脚を下げようとしたが下がらず、１６時５５分ごろ同滑空場の草 

地に胴体着陸し、小破した。

同機には、機長のみが搭乗していたが、死傷はなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成元年１０月１９日、運輸大臣から事故発生の通報を 

受け、当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。



1.2.2　調査の実施時期

平成元年１０月２０日 現場調査

平成元年１１月６日 機体等調査

平成元年１２月５日～平成２年２月２３日

クランクハンドル・アッセンブリの機能検査 

及び分解検査（ドイツ連邦共和国において）

1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ２３９７は、平成元年１０月１５日、日本航空学園双葉滑空場（以下「双葉滑 

空場」という。）において機長及び日本航空学園（以下「学園」という。）の操縦教 

員の飛行前点検を受けた後、機長及び操縦教員が搭乗し訓練飛行（１３時１０分離陸、 

１４時００分着陸）を行った。その後、単独飛行訓練を行うため機長のみが搭乗して、 

１５時３５分ごろ離陸した。

同機は甲府市内上空を高度３，０００フィートで飛行し１５時５５分ごろ着陸する 

ため学園と交信した後、双葉滑空場に向かった。

その後の状況については、機長及び操縦教員によれば次のとおりであった（付図１ 

及び写真２、４参照）。

機長は、降下を開始し高度約２，５００フィート（対地高度約１，５００フィート） 

で脚を下げようと、クランクハンドル・アッセンブリを前方から後方（脚下げ操作 

位置）へ引き、ハンドルを回したところ、１回転でハンドルが前側のピン（以下「ピン 

Ａ」という。）に当たりそれ以上脚下げ方向に回せず、また、元の位置に戻そうとし 

たがピンＡに当たり戻らないため、学園にハンドルが回らず脚下げができない旨の 

報告を行った。この報告を聞いた操縦教員はクランクハンドル・アッセンブリを揺 

するかクランクハンドル・アッセンブリを前方に押してもう一度後方へ引くように 

指示した。機長は指示どおり揺すったが状況は変わらず、また、前方に押したが動 

かなかった。



その後、操縦教員は学園上空で高度約３，０００フィートを維持して空中待機する 

ように指示し、その際機長は操縦教員に状況を詳しく報告した。

操縦教員は同機内の工具箱にあるレバーを使用し、ハンドルを支点にして、“てこ” 

の要領でピンＡを押し下げるように指示し、機長はこの操作を行ったがピンＡを押 

し下げることはできなかった。さらに、操縦教員はハンドルを固定しているナット 

を緩めるように指示し、機長は、ハンドルがピンＡを乗り越える高さまでナットを 

緩めてハンドルを回してみたが、ハンドルは１回転と１／３の位置で止まりそれ以 

上回すことができなくなった。この状態ではボタンを押してクランクハンドル・アッ 

センブリを前方へ動かすことができた。

１６時４５分ごろ、操縦教員は日没（１７時１０分ごろ）が近づいていたので、脚 

下げ操作を断念して胴体着陸を行うように指示し、機長はこれを了承した。

機長は、ハンドルを元の位置に戻し、クランクハンドル・アッセンブリを前方に 

押して、脚をアップロック位置にして、滑走路３３へ２回のローパス飛行を行い操 

縦教員から胴体着陸についての注意を受けた後、クランクハンドル・アッセンブリ 

は「前方」、エンジンは「停止」、プロペラは「水平」、フラップは「１５度」にして滑 

走路３３際の草地に胴体着陸した。同機が停止後マスタ・スイッチ等のスイッチを 

「オフ」にして、機外に出た。

とのことであった。

事故発生時刻は１６時５５分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

死傷はなかった。

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度 

小破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

ＤＭＥアンテナ 損傷

ＡＴＣトランスポンダアンテナ 損傷



２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ４２歳

自家用操縦士技能証明書 第１４１５９号 昭和６３年１２月１６日

限定事項

滑空機 動力滑空機

第二種航空身体検査証明書 第２３７２１２７１号

有効期限 平成２年１月１０日

総飛行時間 １４４時間０６分

動力滑空機 １４４時間０６分

同型式機飛行時間 ４時間５０分

最近３０日間の飛行時間 ４時間５０分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ヴァレンティン式タイフーン１７Ｅ型

製造番号 第１０９９号

製造年月日 昭和６２年２月２３日

耐空証明書 第東１－４２２号

有効期限 平成２年８月３１日

総飛行時間 ２６９時間２０分

定時点検後の飛行時間

１００時間点検（平成元年８月３１日実施）後

３３時間０５分

２．７　気象に関する情報

双葉滑空場における１７時００分の観測記録は、次のとおりであった。

天気 晴れ、風向 ２００度、風速 ２ノット、気温 ２０度Ｃ、湿度 ５８パーセント、 

ＱＮＨ ２９．９１インチ／水銀柱



なお、機長及び操縦教員によれば、胴体着陸時の風向は３３０度、風速は２～３ノッ 

トとのことであった。

２．８　その他必要な事項

2.8.1　同機の脚下げ操作及びその時のクランクハンドル・アッセンブリの作動は、 

マニュアル（Instruction for Continued Airworthness）等によれば、以下のとお 

りである（付図１、２及び写真１、２参照）。

（１）ボタンを押して同アッセンブリを最後方へ引くと脚ドアが開く。また、前 

方ラッチがレールの溝に落ちて同アッセンブリが前後方向に動かないように 

ロックされるとともに後方ラッチも落ちてピンＡは引っ込み、ボタンがとび 

出して同アッセンブリのロックを表示する。この状態でハンドルを回すこと 

ができるようになる。

（２）脚下げは、ハンドルを時計方向に２０回転することにより行われる。後側 

のピン（以下「ピンＢ」という。）はハンドルを３／４回転すると引っ込み 

１９回転と１／２するととび出して、ハンドルを２０回以上回せない機構と 

なっている。

（３）クランクハンドルにある脚位置指示器は、ハンドル内にあるインジケータ 

がとび出したピンＢに当り、ＤＯＷＮの指示をする。

（４）ボタンを押しながらクランクハンドル・アッセンブリを前方へ押すことに 

より脚ドアが閉じ、前方ラッチがレールの溝に落ちることにより、脚がダウン 

ロックされる。

2.8.2　学園では、同機の胴体着陸に備え、消火器を搭載した車両１台及び消火器３ 

個を同滑空場に配置し待機させた。

２．９　事実を認定するための試験及び研究

2.9.1　国内における調査

同機をジャッキアップして次の調査を行った。

（１）クランクハンドル・アッセンブリ及び脚警報装置を含めた脚系統の作動試 

験を実施した結果、異常は認められなかった。

（２）学園上空で空中待機中におこなった脚下げ操作を確認するために脚を上げ、 

クランクハンドル・アッセンブリを、ピンＡ及びボタンが約半分とび出た状態



に保持して、ハンドルを強い力で回す試験を３回実施したところ、２回は 

面取りされたピンＡを乗り越えてハンドルを回すことができた。また、ハン 

ドルを固定しているナットをピンＡ、ピンＢを越える高さまで緩めて脚操作 

系統の機能を試験した結果は、次のとおりであった。

（ア） ハンドルを時計方向へ回したところ、ピンＡは約半分とび出たまま

であったが脚下げ操作ができた。

（イ）ハンドルを時計方向へ１回転した後、反時計方向（脚上げ）へ回した 

ところ、１回転と１／３のところで停止した。

2.9.2　製造国における調査

クランクハンドル・アッセンブリを製造者であるドイツ連邦共和国のヴァレン 

ティン社に送付し、ドイツ連邦共和国航空庁事故調査局の調査官立ち会いのもとに 

調査を行った。

（１）外観調査

外部損傷及びローラ面の損傷はなく、異常は認められなかった。

（２）機能調査

異常は認めらなかった。

（３）分解調査

分解した結果、ロック機構を構成する部品（付図２及び写真３参照）が一部 

損傷していたが、その他は異常は認められなかった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2　ＪＡ２３９７は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が実施されて 

いた。

3.1.3　当時の気象状況は、事故の発生に関連がなかったものと認められる。



3.1.4　２．９．２（３）項に示した分解調査において、内部ロック機構を構成する部品 

が一部損傷していたが、このような損傷は、前方ラッチがレールの溝に完全に落ち 

ていない状態でハンドルを回すと、アッセンブリ内のロック機構が作動して生じる 

ことが考えられる。

3.1.5　クランクハンドル・アッセンブリは２．９．１（１）項に示した脚系統の作動試 

験及び２．９．２（２）項に示した機能調査では異常が認められなかったこと並びに前 

項から、機長が脚を下げようとしてクランクハンドル・アッセンブリを後方へ引き 

ハンドルを回した際にラッチが完全にレールの溝に落ちていない状態にあったもの 

と推定される。

3.1.6　機長が、操縦教員からの指示に従って、クランクハンドル・アッセンブリを前 

方に押したが動かなかったと述べていること及び２．９．１（２）項に示した試験にお 

いてピンＡが半分程度引っ込んだ状態では、ハンドルを強い力で回した場合に３回 

に２回はピンＡを乗り越えて回ったことから、機長が最初にハンドルを操作した 

ときラッチは溝に半分程度落ちていたものと推定される。

3.1.7　ラッチが溝に半分程度しか落ちていなかったと推定されること及び機長がレ 

バーを用いてピンＡを押したが落ちなかったことについては、その理由を明らかに 

することはできなかった。

3.1.8　とび出しているピンＡを乗り越えてハンドルが回されてしまったことについ 

ては、ハンドルが強い力で回されたこと及びハンドル内のピンＡが入る穴の縁が摩 

耗していたことによるものと推定される。

また、ハンドルが１回転以上回らなかったのは、とび出しているピンＡに一回り 

したハンドルの角が当たり回すことができなくなったものと推定される。

3.1.9　機長がナットを緩めてハンドルを回したが、１回転と１／３の位置で止まっ 

たことについては、２．９．１（２）項で示したとおり、ハンドルを固定しているナッ 

トを緩めた状態で時計方向に回したところ脚下げ操作ができ、また、時計方向に１回

転した後反時計方向(脚上げ)に回したところ１回転と１／３の位置で止まったこと



及び機長がこの状態でボタンを押してクランクハンドル・アッセンブリを前方へ動 

かすことができたと述べていることから、機長がハンドルを反時計方向に回したも 

のと推定される。

４　原因

本事故は、脚下げ操作を行うためクランクハンドル・アッセンブリを後方位置（脚下 

げ位置）に操作した際、同アッセンブリをロックするラッチが溝に完全に落ちなかった 

ため、脚下げ操作ができなかったことによるものと推定される。

なお、ラッチが溝に完全に落ちなかった理由については明らかにすることができな 

かった。
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付図２

クランクハンドル・ アッセンブリ内部構造
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写真１ クランクハンドル・アッセンブリ

写真２

クランクハンドル・アッセンブリの操作



写真３　損傷したロック機構の部品

写真４　胴体着陸状況


